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生活支援ネットワークひらかわ 

☎ 0172-44-5937 0172-88-7066 

（平川市社会福祉協議会内） 

   hirakawashi@hirasyakyo.org 

 

 相談は 

無料です 

 平川市柏木町藤山 16-1(健康センター内) 

 

生活困窮者自立支援事業 

問い合わせ 

窓 口 



 

仕事や生活に困っていらっしゃる方、まずはご相談ください。 

相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員があなたに寄り添

いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他、 

  ◎働くために必要な訓練を行い、社会参加・就労への第１歩を踏み出すこと 

  ◎収支バランスを見直し、家計の立て直しを考えていくこと 

  ◎一般就労が難しいときには、柔軟な働き方を考えていくこと 

  ◎子どもの学習を支援していくこと                  などなど、 

    一人ひとりの“困りごと”に合わせて、個別の解決方法を一緒に考えていきます！！ 

 

 

 

 

 

 

① 困りごと、悩んでいることをお聞かせください 

就労や家庭、心身の問題など抱えている問題などを伺います。 

お話の中で把握した問題に対して、どのような支援ができるか 

あなたと一緒に考えます。 

ご相談の内容によっては、適切な対応がとれる専門機関へおつなぎします。 

また、何らかの事情で窓口へ来られないときには、訪問いたします。 

②一緒に目標（支援プラン）を立てましょう 

抱えている課題を分析し、解決に向けた具体的な 

目標を考えていきます。 

③目標に向けて一緒に取り組みましょう 

     あなたの悩み事を解決するために、必要な機関と 

連携して支援していきます。 

●さまざまな困りごとを一緒に整理してい

きます。必要に応じて、プランを作成して、

あなたの困りごとの解決を一緒に考えてい

きます。 

●専門的な相談内容であった場合には、各種

専門家との調整を行い、専門機関と一緒に困

りごとの解決に取り組んでいきます。 

～住居確保給付金～ 

●失業や減収により、住居の確保が必要な方

に期限付きで、家賃を給付します。 

●支給を受ける為には、諸条件がございます

ので、利用を検討している方は、まずはご相

談ください。 

～自立相談支援事業～ 


